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特定非営利活動法人 定款例 
 

特定非営利活動法人○○○○定款 

 

第１章  総則 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人○○○という。 

 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を大阪府泉南郡熊取町

○○丁目○番○号に置く。 

２ この法人は、前項のほか、その他の事務所を大阪府泉

南郡熊取町○○丁目○番○号、…に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、［ ① ］に対して、［ ② ］に関す

る事業を行い、[ ③ ]に寄与することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げ

る種類の特定非営利活動を行う。 

 (1) 

 (2) 

 

 

 

（事業） 

第５条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業

を行う。 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

① ○○○○○事業 

② ○○○○○事業 

 

 

(2) その他の事業 

  ① △△△△△事業 

② △△△△△事業 

   

 

 

留意事項 
        

    

    

    

    

    

＜＜＜＜第第第第１１１１条条条条＞＞＞＞…………必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項((((法法法法 11111111①①①①二二二二))))

注注注注：：：：法人法人法人法人のののの名称名称名称名称はははは、、、、法令又法令又法令又法令又はははは公序良俗公序良俗公序良俗公序良俗にににに違反違反違反違反しししし

ないことがないことがないことがないことが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

    

＜＜＜＜第第第第２２２２条条条条＞＞＞＞…………必要的記載事項必要的記載事項必要的記載事項必要的記載事項((((法法法法 11111111①①①①四四四四))))

注注注注：「：「：「：「主主主主たるたるたるたる事務所事務所事務所事務所」」」」とととと「「「「そのそのそのその他他他他のののの事務事務事務事務

所所所所（＝（＝（＝（＝従従従従たるたるたるたる事務所事務所事務所事務所）」）」）」）」をををを明確明確明確明確にににに区分区分区分区分しししし

たたたた上上上上でででで、、、、設置設置設置設置するするするする事務所事務所事務所事務所をすべてをすべてをすべてをすべて記載記載記載記載すすすす

るるるる。。。。    

    

    

＜＜＜＜第第第第３３３３条条条条＞＞＞＞…………必要記載必要記載必要記載必要記載事項事項事項事項((((法法法法 11111111①①①①一一一一))))    

注注注注 1111：ＮＰＯ：ＮＰＯ：ＮＰＯ：ＮＰＯ法人法人法人法人はははは定款定款定款定款にににに定定定定めるめるめるめる目的目的目的目的のののの範囲内範囲内範囲内範囲内

においてにおいてにおいてにおいて権利権利権利権利をををを有有有有しししし義務義務義務義務をををを負負負負うううう。（。（。（。（民法第民法第民法第民法第

34343434 条条条条））））このこのこのこの「「「「目的目的目的目的のののの範囲内範囲内範囲内範囲内」」」」とはとはとはとは、、、、第第第第３３３３

条条条条、、、、第第第第４４４４条及条及条及条及びびびび第第第第５５５５条条条条のののの全体全体全体全体をもってをもってをもってをもって判断判断判断判断すすすす

べきものとべきものとべきものとべきものと考考考考えられていることからえられていることからえられていることからえられていることから、、、、これらこれらこれらこれら

のののの条文条文条文条文のののの整合性整合性整合性整合性にににに留意留意留意留意することがすることがすることがすることが必要必要必要必要。。。。    

    またまたまたまた、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ法第法第法第法第２２２２条第条第条第条第２２２２項項項項のののの規定規定規定規定にににに反反反反しなしなしなしな

いことがいことがいことがいことが必要必要必要必要。。。。    

注注注注 2:2:2:2:特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動をををを行行行行うことをうことをうことをうことを主主主主たるたるたるたる

目的目的目的目的としたとしたとしたとした法人法人法人法人であることであることであることであること等等等等をををを明明明明らからからからか

にするにするにするにする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、目的目的目的目的

にはにはにはには、、、、①①①①    受益対象者受益対象者受益対象者受益対象者のののの範囲範囲範囲範囲、、、、②②②②    主要主要主要主要

なななな事業事業事業事業、、、、③③③③    法人法人法人法人のののの事業活動事業活動事業活動事業活動がががが社会社会社会社会にもにもにもにも

たらすたらすたらすたらす効果効果効果効果（（（（どのようどのようどのようどのようなななな意味意味意味意味でででで社会社会社会社会のののの

利益利益利益利益につながるのかにつながるのかにつながるのかにつながるのか））））やややや法人法人法人法人としてのとしてのとしてのとしての

最終目標等最終目標等最終目標等最終目標等をををを具体的具体的具体的具体的かつかつかつかつ明確明確明確明確にににに伝伝伝伝わるわるわるわる

ようにようにようにように記載記載記載記載するするするする。。。。    

    

＜＜＜＜第第第第４４４４条条条条＞＞＞＞…………必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項((((法法法法 11111111①①①①三三三三））））    

注注注注 1:1:1:1:ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法のののの別表別表別表別表にににに掲掲掲掲げるげるげるげる活動活動活動活動のののの種類種類種類種類

のうちのうちのうちのうち、、、、該当該当該当該当するものをするものをするものをするものを選択選択選択選択してしてしてして記載記載記載記載

するするするする（（（（複数複数複数複数のののの種類種類種類種類のののの選択選択選択選択もももも可能可能可能可能）。）。）。）。    

注注注注２２２２::::ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法別表法別表法別表法別表のののの表記表記表記表記どおりのどおりのどおりのどおりの活動活動活動活動をををを記載記載記載記載のののの

ことことことこと。 
    

    

    

＜＜＜＜第第第第５５５５条条条条＞＞＞＞…………必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項((((法法法法 11111111①①①①三及三及三及三及

びびびび十一十一十一十一))))参考参考参考参考：：：：法法法法５５５５    

注注注注１１１１::::第第第第１１１１項項項項…………法人法人法人法人がががが行行行行うううう具体的具体的具体的具体的なななな事業事業事業事業のののの

内容内容内容内容をををを記載記載記載記載するするするする。。。。そのそのそのその際際際際、「、「、「、「特定非営特定非営特定非営特定非営

利活動利活動利活動利活動にににに係係係係るるるる事業事業事業事業」」」」とととと「「「「そのそのそのその他他他他のののの事事事事

業業業業」」」」のののの内容内容内容内容はははは明確明確明確明確にににに区分区分区分区分しなければなしなければなしなければなしなければな

らないらないらないらない。。。。    

    

    

注注注注２２２２::::「「「「そのそのそのその他他他他のののの事業事業事業事業」」」」をををを行行行行わないわないわないわない場合場合場合場合

はははは、「、「、「、「このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、第第第第３３３３条条条条のののの目的目的目的目的をををを達達達達

成成成成するためするためするためするため、、、、次次次次のののの特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動にににに係係係係

るるるる事業事業事業事業をををを行行行行うううう」」」」旨旨旨旨をををを記載記載記載記載しししし、、、、第第第第１１１１項第項第項第項第

２２２２号及号及号及号及びびびび第第第第２２２２項項項項のののの記載記載記載記載をををを要要要要しないしないしないしない。。。。    

    

２部提出 

＜＜＜＜第第第第    条条条条＞＞＞＞とととと下線下線下線下線をををを付付付付したしたしたした条条条条はははは、、、、法法法法にににに定定定定

めるめるめるめる必要的記載事項必要的記載事項必要的記載事項必要的記載事項であるであるであるである。。。。 
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２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第１号に掲げる事業

に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、

同項第１号に掲げる事業に充てるものとする。 

 

 

 

第３章 会員 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、次の【  】種とし、正会員

をもって特定非営利活動促進法（以下「法」という。）

上の社員とする。 

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人

及び団体 

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会

した個人及び団体 

 

 

 

（入会） 

第７条 会員の入会については、特に条件を定めない。 

２ 会員として入会しようとするものは、理事長が別に

定める入会申込書により、理事長に申し込むものと

し、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めな

ければならない。 

３ 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速

やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通

知しなければならない。 

 

（入会金及び会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費

を納入しなければならない。 

 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、

その資格を喪失する。 

(1) 退会届の提出をしたとき。 

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したと

き。 

(3) 継続して１年以上会費を滞納したとき。 

(4) 除名されたとき。 

 

（退会） 

第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に

提出して、任意に退会することができる。 

 

（除名） 

第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったとき

は、総会の議決により、これを除名することができる。

この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与

えなければならない。 

(1) この定款に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為

をしたとき。 

注注注注３３３３::::「「「「特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動にににに係係係係るるるる事業事業事業事業」」」」におにおにおにお

いていていていて、、、、付付付付随的随的随的随的なななな事業事業事業事業をををを行行行行うううう場合場合場合場合にはにはにはには、、、、

「「「「そのそのそのその他他他他このこのこのこの法人法人法人法人のののの目的目的目的目的をををを達成達成達成達成するたするたするたするた

めにめにめにめに必要必要必要必要なななな事業事業事業事業」」」」旨旨旨旨をををを記載記載記載記載するするするする。。。。ただただただただ

しししし、「、「、「、「そのそのそのその他他他他のののの事業事業事業事業」」」」ではこのではこのではこのではこの旨旨旨旨のののの記記記記

載載載載はできないはできないはできないはできない。。。。    

参考参考参考参考：：：：第第第第２２２２項項項項…………法法法法５５５５①①①①    

＜＜＜＜第第第第３３３３章章章章＞＞＞＞…………社員社員社員社員のののの資格資格資格資格のののの得喪得喪得喪得喪にににに関関関関するするするする

事項事項事項事項はははは必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項（（（（法法法法 11111111①①①①五五五五））））    

参考参考参考参考：：：：法法法法２２２２②②②②一一一一イイイイ    

＜＜＜＜第第第第６６６６条条条条＞＞＞＞必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項    

注注注注１１１１：：：：ここここここここでいうでいうでいうでいう「「「「社員社員社員社員」」」」とはとはとはとは、、、、法人法人法人法人のののの

構成員構成員構成員構成員のことでのことでのことでのことで、、、、総会議決権総会議決権総会議決権総会議決権をををを有有有有するするするする

者者者者がががが該当該当該当該当するするするする。。。。    

注注注注２２２２：：：：賛助会員等賛助会員等賛助会員等賛助会員等、、、、正会員以外正会員以外正会員以外正会員以外のののの会員種会員種会員種会員種

別別別別をををを定定定定めるめるめるめる場合場合場合場合はははは、、、、正会員正会員正会員正会員とそれとそれとそれとそれ以外以外以外以外

のののの会員会員会員会員をををを区別区別区別区別してしてしてして、、、、第第第第２２２２号以降号以降号以降号以降にそのにそのにそのにその

旨旨旨旨をををを記載記載記載記載するするするする。。。。ただしただしただしただし、、、、正会員正会員正会員正会員（（（（社社社社

員員員員））））以外以外以外以外のののの会員種別会員種別会員種別会員種別をををを定款定款定款定款でででで定定定定めるかめるかめるかめるか

どうかはどうかはどうかはどうかは、、、、法人法人法人法人のののの任意的記載事項任意的記載事項任意的記載事項任意的記載事項。。。。    

注注注注３３３３：：：：正会員正会員正会員正会員（（（（社員社員社員社員））））のののの資格得喪資格得喪資格得喪資格得喪にににに不当不当不当不当なななな条件条件条件条件

をををを附附附附さないことがさないことがさないことがさないことが必要必要必要必要    

＜＜＜＜第第第第７７７７条条条条＞＞＞＞必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項    

注注注注１１１１：：：：第第第第６６６６条条条条においてにおいてにおいてにおいて、、、、正会員以外正会員以外正会員以外正会員以外のののの会会会会

員員員員についてについてについてについて定定定定めるめるめるめる場合場合場合場合はははは、、、、正会員正会員正会員正会員とそとそとそとそ

れれれれ以外以外以外以外のののの会員会員会員会員をををを区別区別区別区別してしてしてして記載記載記載記載することすることすることすること

も で き るも で き るも で き るも で き る （（（（ 以 下以 下以 下以 下 、、、、 第第第第 11111111 条条条条 ま でま でま でま で 同同同同

じじじじ。）。。）。。）。。）。正正正正会員以外会員以外会員以外会員以外についてはについてはについてはについては任意的任意的任意的任意的

記載事項記載事項記載事項記載事項。。。。    

注注注注２２２２：：：：社員社員社員社員（（（（正会員正会員正会員正会員））））以外以外以外以外のののの会員会員会員会員のののの入会入会入会入会

についてはについてはについてはについては、、、、任意任意任意任意のののの条件条件条件条件をををを定定定定めることめることめることめること

ができるがができるがができるがができるが、、、、社員社員社員社員（（（（正会員正会員正会員正会員））））のののの資格取資格取資格取資格取

得得得得についてはについてはについてはについては、、、、不当不当不当不当なななな条件条件条件条件をををを付付付付けてはけてはけてはけては

ならないならないならないならない。（。（。（。（法法法法２２２２②②②②一一一一イイイイ））））    

＜＜＜＜第第第第８８８８条条条条＞＞＞＞必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項    

注注注注：：：：入会金又入会金又入会金又入会金又はははは会費会費会費会費のののの設定設定設定設定がないがないがないがない場合場合場合場合

はははは、、、、記載記載記載記載をををを要要要要しないしないしないしない。。。。    

    

＜＜＜＜第第第第９９９９条条条条＞＞＞＞必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項    

    

    

    

    

    

    

注注注注：：：：第第第第４４４４号号号号…………除名除名除名除名をををを資格喪失資格喪失資格喪失資格喪失のののの条件条件条件条件とすとすとすとす

るるるる場合場合場合場合はははは、、、、除名除名除名除名にににに関関関関するするするする規定規定規定規定をををを置置置置くくくく

（（（（第第第第 11111111 条参照条参照条参照条参照）。）。）。）。    

    

＜＜＜＜第第第第 10101010 条条条条＞＞＞＞必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項    

注注注注：：：：退会退会退会退会がががが任意任意任意任意であることをであることをであることをであることを明確明確明確明確にすにすにすにす

るるるる。。。。任意任意任意任意にににに退会退会退会退会できないできないできないできない場合場合場合場合などはなどはなどはなどは法法法法

にににに抵触抵触抵触抵触するするするする。。。。    

    

＜＜＜＜第第第第 11111111 条条条条＞＞＞＞    

注注注注：：：：総会総会総会総会のののの議決以外議決以外議決以外議決以外にににに理事会理事会理事会理事会のののの議決議決議決議決やそやそやそやそ

のののの他他他他のののの機関機関機関機関のののの議決議決議決議決でもでもでもでも構構構構わないわないわないわない。。。。    
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第４章 役員及び職員 

 

（種別及び定数） 

第 12 条 この法人に次の役員を置く。 

 (1) 理事 ○○人 

(2) 監事 ○○人 

 

 

 

 

２ 理事のうち、１人を理事長、○人を副理事長と 

する。 

 

 

（選任等） 

第 13 条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶 

者若しくは３親等以内の親族が１人を超えて含まれ、又

は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役

員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはな

らない。 

４  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができ 

ない。 

 

（職務） 

第 14 条  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理

する。 

２ 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人

を代表しない。 

 

 

 

 

３  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき

又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名し

た順序によって、その職務を代行する。 

４  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会

の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 

５  監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。 

(2) この法人の財産の状況を監査すること。 

(3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務

又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実があることを発見した場合には、こ

れを総会又は所轄庁に報告すること。 

(4)  前号の報告をするため必要がある場合には、総会

を招集すること。 

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況

について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集

を請求すること。 

 

 

＜＜＜＜第第第第４４４４章章章章＞＞＞＞…………役員役員役員役員にににに関関関関するするするする事項事項事項事項はははは必要的必要的必要的必要的

記載事項記載事項記載事項記載事項（（（（法法法法 11111111①①①①六六六六））））    

    

    

＜＜＜＜第第第第 12121212 条条条条＞＞＞＞必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項    

注注注注１１１１：：：：第第第第１１１１項項項項…………理事理事理事理事のののの定数定数定数定数はははは３３３３人以上人以上人以上人以上、、、、

監事監事監事監事のののの定数定数定数定数はははは１１１１人以上人以上人以上人以上としなければなとしなければなとしなければなとしなければな

らないらないらないらない（（（（法法法法 15151515）。）。）。）。    

注注注注２２２２：「：「：「：「理事理事理事理事」」」」及及及及びびびび「「「「監事監事監事監事」」」」をををを明確明確明確明確にににに区区区区

分分分分するするするする。。。。なおなおなおなお、、、、役員役員役員役員のののの定数定数定数定数はははは「「「「○○○○○○○○人人人人

以上以上以上以上○○○○○○○○人以下人以下人以下人以下」」」」というようにというようにというようにというように上限上限上限上限とととと

下限下限下限下限をををを設設設設けることもできるけることもできるけることもできるけることもできる。。。。    

注注注注３３３３：：：：第第第第２２２２項項項項…………職名職名職名職名はははは、、、、理事長理事長理事長理事長、、、、副理事副理事副理事副理事

長以外長以外長以外長以外のののの名称名称名称名称をををを使用使用使用使用することもできすることもできすることもできすることもでき

るるるる。。。。    

    

    

＜＜＜＜第第第第 13131313 条条条条＞＞＞＞必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項    

注注注注１１１１：：：：第第第第１１１１項項項項…………総会以外総会以外総会以外総会以外でででで役員役員役員役員をををを選任選任選任選任すすすす

ることもることもることもることも可能可能可能可能。。。。    

注注注注２２２２：：：：第第第第３３３３項項項項…………法律上法律上法律上法律上はははは、、、、理事理事理事理事・・・・監事監事監事監事がががが

６６６６人以上人以上人以上人以上のののの場合場合場合場合にににに限限限限りりりり、、、、配偶者配偶者配偶者配偶者もしくもしくもしくもしく

はははは３３３３親等以内親等以内親等以内親等以内のののの親族親族親族親族をををを１１１１人人人人だけだけだけだけ役員役員役員役員にににに

加加加加えることができるえることができるえることができるえることができる（（（（法法法法 21212121）。）。）。）。    

参考参考参考参考：：：：第第第第４４４４項項項項…………法法法法 19191919    

    

    

    

    

＜＜＜＜第第第第 14141414 条条条条＞＞＞＞必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項    

注注注注１１１１：：：：第第第第１１１１項項項項…………理事長理事長理事長理事長のみがのみがのみがのみが法人法人法人法人のののの代表権代表権代表権代表権をををを有有有有

するするするする場合場合場合場合にににに記載記載記載記載するするするする。。。。理事長以外理事長以外理事長以外理事長以外にもにもにもにも法人法人法人法人をををを

代表代表代表代表するするするする理事理事理事理事がいるがいるがいるがいる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、例例例例えばえばえばえば「「「「理事理事理事理事

全員全員全員全員はははは、、、、このこのこのこの法人法人法人法人をををを代表代表代表代表するするするする。」、「。」、「。」、「。」、「理事長理事長理事長理事長

及及及及びびびび常務理事常務理事常務理事常務理事はははは、、、、このこのこのこの法人法人法人法人をををを代表代表代表代表するするするする。」。」。」。」とととと

いうようないうようないうようないうような記載記載記載記載をすることをすることをすることをすること。（。（。（。（法法法法16161616）。）。）。）。    

注注注注２２２２：：：：第第第第２２２２項項項項…………理事長以外理事長以外理事長以外理事長以外のののの理事理事理事理事がががが代表権代表権代表権代表権をををを有有有有

しないしないしないしない場合場合場合場合にはにはにはには、、、、第第第第 1111 項項項項にににに加加加加えてそのえてそのえてそのえてその旨旨旨旨をををを明明明明

記記記記することがすることがすることがすることが望望望望ましいましいましいましい。。。。    

注注注注３３３３：：：：第第第第３３３３項項項項…………副理事長副理事長副理事長副理事長がががが１１１１人人人人のののの場合場合場合場合

はははは、「、「、「、「理事長理事長理事長理事長があらかじめがあらかじめがあらかじめがあらかじめ指名指名指名指名したしたしたした順順順順

序序序序によってによってによってによって、」、」、」、」というというというという記載記載記載記載をををを要要要要しなしなしなしな

いいいい。。。。    

    

参考参考参考参考：：：：第第第第５５５５項項項項…………法法法法 18181818    

注注注注４４４４：：：：監事監事監事監事はははは代表権代表権代表権代表権をををを有有有有しないしないしないしない。。。。    
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（任期等） 

第 15 条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨

げない。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されてい

ない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまで

その任期を伸長する。 

 

 

３  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期

は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とす

る。 

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就

任するまでは、その職務を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

（欠員補充） 

第 16 条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超

える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければ

ならない。 

 

（解任） 

第 17 条  役員が次の各号の一に該当するに至ったとき

は、総会の議決により、これを解任することができる。

この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を

与えなければならない。 

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められると

き。 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくな

い行為があったとき。 

 

（報酬等） 

第 18 条  役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報

酬を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁

償することができる。 

３  前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事

長が別に定める。 

 

（職員） 

第 19 条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。 

２ 職員は、理事長が任免する。 

 

第５章 総会 

（種別） 

第 20 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２

種とする。 

 

 

＜＜＜＜第第第第 15151515 条条条条＞＞＞＞        

注注注注１１１１：：：：第第第第１１１１項項項項…………必要的記載事項必要的記載事項必要的記載事項必要的記載事項（（（（法法法法 24242424

①①①①（（（（役員任期役員任期役員任期役員任期はははは２２２２年以内年以内年以内年以内においてにおいてにおいてにおいて定款定款定款定款

でででで定定定定めるめるめるめる期間期間期間期間とするとするとするとする。））。））。））。））    

    

注注注注２２２２：：：：第第第第２２２２項項項項…………法人運営法人運営法人運営法人運営のののの円滑化円滑化円滑化円滑化をををを図図図図るるるる

ためためためため、、、、第第第第 13131313 条条条条においてにおいてにおいてにおいて    役員役員役員役員をををを総会総会総会総会

でででで選任選任選任選任するするするする旨旨旨旨をををを明記明記明記明記しているしているしているしている場合場合場合場合にににに限限限限

りりりり、、、、法法法法 24242424②②②②のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき、、、、任期伸任期伸任期伸任期伸

長規定長規定長規定長規定をををを置置置置くことができるくことができるくことができるくことができる。。。。    

    

    

    

    

注注注注３３３３：：：：第第第第４４４４項項項項…………役員役員役員役員がががが存在存在存在存在しないしないしないしない期間期間期間期間がががが

生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合、、、、法人法人法人法人がががが損害損害損害損害をををを被被被被るおそれるおそれるおそれるおそれ

もあることからもあることからもあることからもあることから、、、、前任者前任者前任者前任者はははは、、、、辞任又辞任又辞任又辞任又はははは

任期満了後任期満了後任期満了後任期満了後においてもにおいてもにおいてもにおいても応急的応急的応急的応急的にににに業務執業務執業務執業務執

行義務行義務行義務行義務をををを負負負負うものとされているうものとされているうものとされているうものとされている。。。。しかしかしかしか

しししし、、、、新新新新たなたなたなたな権限権限権限権限のののの行使行使行使行使までまでまでまで認認認認められるめられるめられるめられる

ものではないからものではないからものではないからものではないから、、、、至急後任者至急後任者至急後任者至急後任者をををを選任選任選任選任

するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。なおなおなおなお、、、、このこのこのこの規定規定規定規定をををを根根根根

拠拠拠拠にににに２２２２年年年年をををを超超超超えてえてえてえて役員任期役員任期役員任期役員任期をををを伸長伸長伸長伸長するするするする

ことはできないことはできないことはできないことはできない。。。。    

    

＜＜＜＜第第第第 16161616 条条条条＞＞＞＞必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項    

参考参考参考参考：：：：法法法法 22222222    

注注注注：：：：理事理事理事理事、、、、監事監事監事監事のそれぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれ定数定数定数定数のののの３３３３分分分分のののの１１１１がががが欠欠欠欠

員員員員になったになったになったになった場合場合場合場合はははは、、、、新新新新たなたなたなたな理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事をををを速速速速

やかにやかにやかにやかに選任選任選任選任ししししなければなりませんなければなりませんなければなりませんなければなりません。。。。    

＜＜＜＜第第第第 17171717 条条条条＞＞＞＞必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項    

注注注注：：：：役員役員役員役員のののの解任解任解任解任はははは総会総会総会総会のののの議決議決議決議決のののの他他他他、、、、理事理事理事理事

会会会会のののの議決議決議決議決やそのやそのやそのやその他他他他のののの機関機関機関機関のののの議決議決議決議決でもでもでもでも構構構構

わないわないわないわない。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

＜＜＜＜第第第第 18181818 条条条条＞＞＞＞必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項    

参考参考参考参考：：：：第第第第１１１１項項項項…………法法法法２２２２②②②②一一一一ロロロロ    

注注注注１１１１：：：：役員役員役員役員のうちのうちのうちのうち報酬報酬報酬報酬をををを受受受受けるけるけるける者者者者のののの数数数数はははは、、、、役員役員役員役員

総数総数総数総数のののの３３３３分分分分のののの１１１１以下以下以下以下であることがであることがであることがであることが必要必要必要必要。。。。 
    

注注注注 2222：：：：第第第第３３３３項項項項…………総会以外総会以外総会以外総会以外にににに理事会等理事会等理事会等理事会等のののの機機機機

関関関関のののの議決議決議決議決でもでもでもでも構構構構わないわないわないわない。。。。    

    

    

    

    

    

    

＜＜＜＜第第第第５５５５章章章章>>>>…………会議会議会議会議にににに関関関関するするするする事項事項事項事項はははは必要的記必要的記必要的記必要的記

載事項載事項載事項載事項（（（（法法法法 11111111①①①①七七七七））））    

    

＜＜＜＜第第第第 20202020 条条条条＞＞＞＞必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項    

参考参考参考参考：：：：法法法法 14141414 のののの 2222 及及及及びびびび法法法法 14141414 のののの 3333    
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（構成） 

第 21 条  総会は、正会員をもって構成する。 

 

（権能） 

第 22 条  総会は、以下の事項について議決する。 

(1)  定款の変更 

(2)  解散 

(3) 合併 

(4)  事業計画及び活動予算並びにその変更 

(5)  事業報告及び活動決算 

(6)  役員の選任又は解任、職務及び報酬 

(7) 入会金及び会費の額 

  (8)  借入金（その事業年度内の収益をもって償還する

短期借入金を除く。第 48 条において同じ。）その他

新たな義務の負担及び権利の放棄 

(9)  事務局の組織及び運営 

(10) その他運営に関する重要事項 

 

（開催） 

第 23 条  通常総会は、毎事業年度１回開催する。 

 

 

２  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催す

る。 

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

(2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的である

事項を記載した書面をもって招集の請求があったと

き。 

(3) 第 14 条第５項第４号の規定により、監事から招集

があったとき。 

 

（招集） 

第 24 条  総会は、第 23 条第２項第３号の場合を除き、理

事長が招集する。 

２  理事長は、第 23 条第２項第１号及び第２号の規定に

よる請求があったときは、その日から 15 日以内に臨時

総会を招集しなければならない。 

３  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び

審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の５

日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第 25 条  総会の議長は、その総会において、出席した正

会員の中から選出する。 

   

（定足数） 

第 26 条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がな

ければ開会することができない。 

 

 

（議決） 

第 27 条 総会における議決事項は、第 24 条第３項の規定

によってあらかじめ通知した事項とする。 

注注注注：：：：総会総会総会総会はははは、、、、全全全全てのてのてのての正会員正会員正会員正会員（（（（社員社員社員社員））））をもってをもってをもってをもって構構構構

成成成成されるものでありされるものでありされるものでありされるものであり、、、、一部一部一部一部のののの正会員正会員正会員正会員をををを構成員構成員構成員構成員とととと

しないとすることはできしないとすることはできしないとすることはできしないとすることはできないないないない。    

    

＜＜＜＜第第第第 22222222 条条条条＞＞＞＞必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項    

注注注注：：：：定款定款定款定款でででで理事会等理事会等理事会等理事会等にににに委任委任委任委任しているものしているものしているものしているもの

以外以外以外以外はすべてはすべてはすべてはすべて総会総会総会総会のののの議決事項議決事項議決事項議決事項（（（（法法法法 14141414

のののの 5555）。）。）。）。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

＜＜＜＜第第第第 23232323 条条条条＞＞＞＞必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項    

注注注注１１１１：：：：第第第第１１１１項項項項…………少少少少なくともなくともなくともなくとも年年年年１１１１回通常総回通常総回通常総回通常総

会会会会をををを開催開催開催開催するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある（（（（法法法法 14141414 のののの

2222）。）。）。）。    

参考参考参考参考：：：：第第第第２２２２項第項第項第項第１１１１号号号号…………法法法法 14141414 のののの 3333①①①①    

注注注注２２２２：：：：第第第第２２２２項第項第項第項第２２２２号号号号…………社員総数社員総数社員総数社員総数のののの５５５５分分分分のののの

１１１１以上以上以上以上をををを必要必要必要必要とするがとするがとするがとするが、、、、定款定款定款定款をもってをもってをもってをもって

これをこれをこれをこれを増減増減増減増減することはすることはすることはすることは可能可能可能可能（（（（法法法法 14141414 のののの

3333②②②②））））    

    

    

    

    

    

    

    

＜＜＜＜第第第第 24242424 条条条条＞＞＞＞必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項    

    

    

    

    

    

注注注注：：：：第第第第３３３３項項項項…………総会総会総会総会のののの招集方法招集方法招集方法招集方法はははは必必必必ずずずず定款定款定款定款にににに記記記記

載載載載しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。またまたまたまた、、、、総会総会総会総会のののの招集招集招集招集

はははは、、、、定款定款定款定款でででで定定定定めためためためた方法方法方法方法によりによりによりにより、、、、少少少少なくなくなくなく

ともともともとも総会総会総会総会のののの日日日日のののの５５５５日前日前日前日前までにまでにまでにまでに行行行行われなわれなわれなわれな

ければならないければならないければならないければならない((((法法法法 14141414 のののの 4444）。）。）。）。    

    

    

    

    

    

＜＜＜＜第第第第 26262626 条条条条＞＞＞＞必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項    

注注注注：：：：定款変更定款変更定款変更定款変更のののの際際際際のののの定足数定足数定足数定足数はははは、、、、定款定款定款定款にににに特特特特

別別別別のののの定定定定めがないめがないめがないめがない限限限限りりりり、、、、社員総数社員総数社員総数社員総数のののの２２２２分分分分

のののの１１１１以上以上以上以上であるであるであるである（（（（法法法法 25252525②②②②）。）。）。）。    

    

＜＜＜＜第第第第 27272727 条条条条＞＞＞＞必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項    

参考参考参考参考：：：：第第第第１１１１項項項項…………法法法法 14141414 のののの 6666    
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２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席

した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

３ 理事又は社員が総会の目的である事項について提案し

た場合において、社員の全員が書面により同意の意思表

示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決

議があったものとみなす。 

 

（表決権等） 

第 28 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員

は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表

決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任するこ

とができる。 

３  前項の規定により表決した正会員は、第 26 条、第 27

条第２項、第 29 条第１項第２号及び第 49 条の適用につ

いては、総会に出席したものとみなす。 

 

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員

は、その議事の議決に加わることができない。 

 

（議事録） 

第 29 条 総会の議事については、次の事項を記載した議

事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委

任者がある場合にあっては、その数を付記すること。） 

(3)  審議事項 

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果 

(5)  議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議

事録署名人２人以上が署名、押印しなければならない。 

３ 前２項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同

意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったと

みなされた場合においては、次の事項を記載した議事録

を作成しなければならない。 

 ⑴ 総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

 ⑵ 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

 ⑶ 総会の決議があったものとみなされた日 

 ⑷ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

第６章 理事会 

（構成） 

第 30 条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

（権能） 

第 31 条  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の

事項を議決する。 

(1)  総会に付議すべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する 

事項 

 

    

    

    

    

注注注注：：：：第第第第３３３３項項項項…………書面以外書面以外書面以外書面以外にににに電磁的記録電磁的記録電磁的記録電磁的記録（（（（法法法法

規規規規２２２２））））によるによるによるによる同意同意同意同意のののの意思表示意思表示意思表示意思表示をををを可能可能可能可能とととと

するするするする規定規定規定規定をををを置置置置くこともできるくこともできるくこともできるくこともできる。。。。    

    

    

    

＜＜＜＜第第第第 28282828 条条条条＞＞＞＞    

参考参考参考参考：：：：第第第第１１１１項及項及項及項及びびびび第第第第２２２２項項項項…………法法法法 14141414 のののの 7777    

注注注注 1111：：：：書面書面書面書面によるによるによるによる表決表決表決表決にににに代代代代えてえてえてえて、、、、電磁的電磁的電磁的電磁的

方法方法方法方法によるによるによるによる表決表決表決表決をををを可能可能可能可能とするとするとするとする規定規定規定規定をををを置置置置

くこともできるくこともできるくこともできるくこともできる（（（（法法法法 14141414 のののの 7777③③③③）。）。）。）。

（（（（電磁的方法電磁的方法電磁的方法電磁的方法とはとはとはとは、、、、電子情報処理組織電子情報処理組織電子情報処理組織電子情報処理組織

をををを使用使用使用使用するするするする方法方法方法方法。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、電子電子電子電子メールメールメールメール

などがこれになどがこれになどがこれになどがこれに該当該当該当該当するするするする（（（（法規法規法規法規１１１１）。））。））。））。）    

    

    

    

参考参考参考参考：：：：第第第第４４４４項項項項…………法法法法 14141414 のののの 8888    

注注注注 2222：：：：議決議決議決議決についてについてについてについて特別特別特別特別のののの利害関係利害関係利害関係利害関係のあるのあるのあるのある正会正会正会正会

員員員員はははは、、、、議決議決議決議決にににに加加加加わることができないわることができないわることができないわることができない。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

注注注注：：：：第第第第３３３３項項項項…………書面以外書面以外書面以外書面以外にににに電磁的記録電磁的記録電磁的記録電磁的記録（（（（法法法法

規規規規 2222））））によるによるによるによる同意同意同意同意のののの意思表示意思表示意思表示意思表示をををを可能可能可能可能とととと

するするするする規定規定規定規定をををを置置置置くこともできるくこともできるくこともできるくこともできる（（（（法法法法 14141414

のののの 9999①①①①））））    

    

    

    

    

    

    

    

＜＜＜＜第第第第６６６６章章章章＞＞＞＞…………会議会議会議会議にににに関関関関するするするする事事事事項項項項はははは必要的必要的必要的必要的

記載事項記載事項記載事項記載事項（（（（法法法法 11111111①①①①七七七七））））    

    

    

    

＜＜＜＜第第第第 31313131 条条条条＞＞＞＞    

注注注注：：：：総会総会総会総会のののの権能権能権能権能とととと整合性整合性整合性整合性をとるをとるをとるをとる（（（（第第第第 22222222

条参照条参照条参照条参照）。）。）。）。    
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（開催） 

第 32 条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催

する。 

(1) 理事長が必要と認めたとき。 

(2) 理事総数の３分の１以上から会議の目的である事

項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 

(3) 第 14 条第５項第５号の規定により、監事から招集

の請求があったとき。 

 

（招集） 

第 33 条  理事会は、理事長が招集する。 

２  理事長は、第 32 条第２号及び第３号の規定による請

求があったときは、その日から１５日以内に理事会を招

集しなければならない。 

３  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及

び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の

５日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第 34 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 

（議決） 

第 35 条  理事会における議決事項は、第 33 条第３項の規

定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（表決権等） 

第 36 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事

は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表

決することができる。 

３  前項の規定により表決した理事は、第 35 条第２項及

び第 37 条第１項第２号の適用については、理事会に出

席したものとみなす。 

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事

は、その議事の議決に加わることができない。 

 

（議事録） 

第 37 条  理事会の議事については、次の事項を記載した

議事録を作成しなければならない。 

(1)  日時及び場所 

(2)  理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者

にあっては、その旨を付記すること。） 

(3)  審議事項 

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果 

(5)  議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議

事録署名人２人以上が署名、押印しなければならない。 

 

 

 

第７章  資産及び会計 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

参考参考参考参考：：：：第第第第２２２２項項項項…………法法法法 17171717    

    

    

注注注注：：：：理事会理事会理事会理事会におけるにおけるにおけるにおける理事理事理事理事のののの表決表決表決表決についてはについてはについてはについては、、、、理理理理

事事事事のののの役割役割役割役割のののの性質性質性質性質からからからから表決委任表決委任表決委任表決委任はできないとはできないとはできないとはできないと考考考考

えられていますえられていますえられていますえられています。。。。    
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（資産の構成） 

第 38 条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをも

って構成する。 

(1) 設立の時の財産目録に記載された資産 

(2)  入会金及び会費 

(3)  寄付金品 

(4)  財産から生じる収益 

(5)  事業に伴う収益 

(6)  その他の収益 

 

（資産の区分） 

第 39 条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活

動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資

産の２種とする。 

 

（資産の管理） 

第 40 条  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法

は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

（会計の原則） 

第 41 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則

に従って行うものとする。 

 

（会計の区分） 

第 42 条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活

動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会

計の２種とする。 

 

（事業計画及び予算） 

第 43 条  この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算

は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならな

い。 

 

（暫定予算） 

第 44 条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由に

より予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決

を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益

費用を講じることができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用と

みなす。 

 

（予算の追加及び更正） 

第 45 条  予算議決後にやむを得ない事由が生じたとき

は、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をする

ことができる。 

 

（事業報告及び決算） 

第 46 条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照

表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終

了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、

総会の議決を経なければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越す

ものとする。 

＜＜＜＜第第第第７７７７章章章章＞＞＞＞…………必要的記載事項必要的記載事項必要的記載事項必要的記載事項（（（（法法法法 11111111①①①①

八及八及八及八及びびびび九九九九））））    

＜＜＜＜第第第第 38383838 条条条条＞＞＞＞必要記載事項必要記載事項必要記載事項必要記載事項    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

＜＜＜＜第第第第 39393939 条条条条＞＞＞＞    

注注注注：：：：特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動にににに係係係係るるるる事業事業事業事業のみをのみをのみをのみを行行行行

うううう場合場合場合場合はははは、、、、記載記載記載記載をををを要要要要しないしないしないしない。。。。    

    

    

    

＜＜＜＜第第第第 40404040 条条条条＞＞＞＞    

注注注注：：：：総会総会総会総会のののの議決以外議決以外議決以外議決以外にににに、、、、理事会等理事会等理事会等理事会等のののの機関機関機関機関

のののの議決議決議決議決でもでもでもでも構構構構わないわないわないわない。。。。    

    

＜＜＜＜第第第第 41414141 条条条条＞＞＞＞    

注注注注：「：「：「：「法第法第法第法第 27272727 条各号条各号条各号条各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる原則原則原則原則」」」」とととと

はははは、、、、正規正規正規正規のののの簿記簿記簿記簿記のののの原則原則原則原則、、、、真実性真実性真実性真実性、、、、明瞭明瞭明瞭明瞭

性性性性のののの原則及原則及原則及原則及びびびび継続性継続性継続性継続性のののの原則原則原則原則をいうをいうをいうをいう。。。。    

    

＜＜＜＜第第第第 42424242 条条条条＞＞＞＞    

注注注注：：：：特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動にににに係係係係るるるる事業事業事業事業のみをのみをのみをのみを行行行行

うううう 場 合場 合場 合場 合 はははは 、、、、 記 載記 載記 載記 載 をををを 要要要要 し な いし な いし な いし な い （（（（ 法法法法 ５５５５

②②②②）。）。）。）。    

    

    

＜＜＜＜第第第第 43434343 条条条条～～～～第第第第 45454545 条及条及条及条及びびびび第第第第 48484848 条条条条＞＞＞＞    

注注注注：：：：平成平成平成平成 15151515 年年年年のののの法改正法改正法改正法改正によりによりによりにより、「、「、「、「予算予算予算予算

準拠準拠準拠準拠のののの原則原則原則原則」」」」はははは削除削除削除削除されているされているされているされている（（（（法法法法

27272727 一一一一）。）。）。）。現行法上現行法上現行法上現行法上、、、、予算管理予算管理予算管理予算管理をををを行行行行うううう

かかかか否否否否かはかはかはかは法人法人法人法人のののの任意任意任意任意であることからであることからであることからであることから、、、、

予算管理予算管理予算管理予算管理をををを行行行行わないわないわないわない場合又場合又場合又場合又はははは内規等内規等内規等内規等でででで

予予予予算管理算管理算管理算管理をををを行行行行うううう場合場合場合場合はははは、、、、記載記載記載記載をををを要要要要しなしなしなしな

いいいい。。。。    
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（事業年度） 

第 47 条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり

翌年３月３１日に終わる。 

 

（臨機の措置） 

第 48 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入

れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしよ

うとするときは、総会の議決を経なければならない。 

 

第８章  定款の変更、解散及び合併 

（定款の変更） 

第 49 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総

会に出席した正会員の４分の３以上の多数による議決を

経、かつ、法第 25 条第３項に規定する事項を変更する

場合、所轄庁の認証を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解散） 

第 50 条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

(1) 総会の決議 

(2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の 

不能 

(3) 正会員の欠亡 

(4)  合併 

(5) 破産手続き開始の決定 

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

    

＜＜＜＜第第第第 47474747 条条条条＞＞＞＞…………必要的記載事項必要的記載事項必要的記載事項必要的記載事項（（（（法法法法 11111111

①①①①十十十十））））    

注注注注：：：：事業年度事業年度事業年度事業年度はははは１１１１年以内年以内年以内年以内でででで、、、、自由自由自由自由にににに定定定定めるこめるこめるこめるこ

とができるとができるとができるとができる。（。（。（。（１１１１月月月月１１１１日日日日からからからから１２１２１２１２月月月月３１３１３１３１日日日日、、、、

５５５５月月月月１１１１日日日日からからからから翌年翌年翌年翌年４４４４月月月月３０３０３０３０日日日日などなどなどなど））））    

    

    

    

    

＜＜＜＜第第第第８８８８章章章章＞＞＞＞…………定款定款定款定款のののの変更変更変更変更とととと解散解散解散解散にににに関関関関するするするする

事項事項事項事項はははは必要的記載事項必要的記載事項必要的記載事項必要的記載事項（（（（法法法法 11111111①①①①十二及十二及十二及十二及

びびびび十三十三十三十三））））    

＜＜＜＜第第第第 49494949 条条条条＞＞＞＞参考参考参考参考：：：：法法法法 25252525    

注注注注１１１１：：：：定款変更定款変更定款変更定款変更のののの際際際際にはにはにはには、、、、定款定款定款定款にににに特別特別特別特別のののの

定定定定めがないめがないめがないめがない限限限限りりりり、、、、社員総数社員総数社員総数社員総数のののの２２２２分分分分のののの１１１１

以上以上以上以上がががが出席出席出席出席しししし、、、、そのそのそのその出席出席出席出席したしたしたした社員社員社員社員のののの４４４４

分分分分のののの３３３３以上以上以上以上のののの議決議決議決議決がががが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる。。。。    

注注注注 2222：：：：法法法法 25252525③③③③にににに規定規定規定規定すすすするるるる所轄庁所轄庁所轄庁所轄庁のののの認証認証認証認証

をををを得得得得なければならないなければならないなければならないなければならない事項事項事項事項とはとはとはとは、、、、    

(1)(1)(1)(1)目的目的目的目的    

(2)(2)(2)(2)名称名称名称名称    

(3)(3)(3)(3)そのそのそのその行行行行うううう特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動のののの種類及種類及種類及種類及びびびび当当当当

該特定非営利活動該特定非営利活動該特定非営利活動該特定非営利活動にににに係係係係るるるる事業事業事業事業のののの種類種類種類種類    

(4)(4)(4)(4)主主主主たるたるたるたる事務所及事務所及事務所及事務所及びそのびそのびそのびその他他他他のののの事務所事務所事務所事務所のののの所所所所

在地在地在地在地（（（（所轄庁変更所轄庁変更所轄庁変更所轄庁変更をををを伴伴伴伴うものにうものにうものにうものに限限限限るるるる））））    

(5)(5)(5)(5)社員社員社員社員のののの資格資格資格資格のののの得喪得喪得喪得喪にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

(6)(6)(6)(6)役員役員役員役員にににに関関関関するするするする事項事項事項事項（（（（役員役員役員役員のののの定数定数定数定数にににに係係係係るるるる

ものものものものをををを除除除除くくくく））））    

(7)(7)(7)(7)会議会議会議会議にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

(8)(8)(8)(8)そのそのそのその他他他他のののの事業事業事業事業をををを行行行行うううう場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける、、、、そそそそ

のののの種類種類種類種類そのそのそのその他他他他当該当該当該当該そのそのそのその他他他他のののの事業事業事業事業にににに関関関関すすすす

るるるる事項事項事項事項    

(9)(9)(9)(9)解散解散解散解散にににに関関関関するするするする事項事項事項事項（（（（残余財産残余財産残余財産残余財産のののの帰属帰属帰属帰属すすすす

べきべきべきべき者者者者にににに係係係係るものるものるものるものにににに限限限限るるるる））））    

(10)(10)(10)(10)定款定款定款定款のののの変更変更変更変更にににに関関関関するするするする事項事項事項事項をいうをいうをいうをいう。。。。    

参考参考参考参考：：：：法法法法 25252525③③③③にににに規定規定規定規定するするするする以外以外以外以外のののの事項事項事項事項((((所所所所

轄庁轄庁轄庁轄庁へのへのへのへの届出届出届出届出のみでのみでのみでのみで定款変更定款変更定款変更定款変更できるもできるもできるもできるも

のののの））））はははは、、、、                

○○○○事務所事務所事務所事務所のののの所在地所在地所在地所在地（（（（所轄庁所轄庁所轄庁所轄庁のののの変更変更変更変更をををを伴伴伴伴わわわわ

ないものないものないものないもの）（）（）（）（第第第第２２２２条参照条参照条参照条参照））））    

○○○○役員役員役員役員のののの定数定数定数定数にににに関関関関するするするする事項事項事項事項（（（（第第第第 12121212 条条条条参参参参

照照照照））））    

○○○○資産資産資産資産にににに関関関関するするするする事項事項事項事項（（（（第第第第７７７７章参照章参照章参照章参照））））    

○○○○会計会計会計会計にににに関関関関するするするする事項事項事項事項（（（（第第第第７７７７章参照章参照章参照章参照））））    

○○○○事業年度事業年度事業年度事業年度（（（（第第第第 47474747 条参照条参照条参照条参照））））    

○○○○残余財産残余財産残余財産残余財産のののの帰属帰属帰属帰属すべきすべきすべきすべき者者者者にににに係係係係るものをるものをるものをるものを

除除除除くくくく解散解散解散解散にににに関関関関するするするする事項事項事項事項（（（（第第第第８８８８章参照章参照章参照章参照））））    

○○○○公告公告公告公告のののの方法方法方法方法（（（（第第第第９９９９章参照章参照章参照章参照））））をいうをいうをいうをいう。。。。    

    

    

＜＜＜＜第第第第 50505050 条条条条＞＞＞＞    

参考参考参考参考：：：：第第第第１１１１項項項項…………法法法法 31313131①①①①    

第第第第１１１１号号号号…………法法法法 31313131①①①①一一一一    

    第第第第２２２２号号号号…………法法法法 31313131①①①①三三三三    

    第第第第３３３３号号号号…………法法法法 31313131①①①①四四四四    

    第第第第４４４４号号号号…………法法法法 31313131①①①①五五五五        

    第第第第５５５５号号号号…………法法法法 31313131①①①①六六六六        

    第第第第６６６６号号号号…………法法法法 31313131①①①①七七七七    

    第第第第７７７７号以下号以下号以下号以下…………法法法法 31313131①①①①二二二二（（（（定款定款定款定款でででで定定定定めめめめ

たたたた解散事由解散事由解散事由解散事由のののの発生発生発生発生））））    
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(7) 

 

 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、

正会員総数の４分の３以上の承諾を得なければならな

い。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の

認定を得なければならない。 

 

（残余財産の帰属） 

第 51 条 この法人が解散（合併又は破産による解散を除

く。）したときに残存する財産は、法第 11 条第３項に

掲げる者のうち、【○○○】に譲渡するものとする。 

 

 

 

 

 

 

（合併） 

第 52 条 この法人が合併しようとするときは、総会にお

いて正会員総数の４分の３以上の議決を経、かつ、所轄

庁の認証を得なければならない。 

 

第９章  公告の方法 

（公告の方法） 

第 53 条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示す

るとともに、官報に掲載して行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 章  雑則 

（細則） 

第 54 条  この定款の施行について必要な細則は、理事会

の議決を経て、理事長がこれを定める。 

 

 

附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

 

２  この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

理事長       ○ ○ ○ ○ 

副理事長     ○ ○ ○ ○ 

理事       ○ ○ ○ ○ 

    

    

注注注注：：：：第第第第２２２２項項項項…………解散解散解散解散のののの際際際際にはにはにはには、、、、定款定款定款定款にににに特別特別特別特別

のののの定定定定めがないめがないめがないめがない限限限限りりりり、、、、社員総数社員総数社員総数社員総数のののの４４４４分分分分のののの

３３３３以上以上以上以上のののの承諾承諾承諾承諾がががが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる（（（（法法法法 31313131 のののの

2222）。）。）。）。    

    

参考参考参考参考：：：：第第第第３３３３項項項項…………法法法法 31313131②②②②    

    

＜＜＜＜第第第第 51515151 条条条条＞＞＞＞…………法法法法 11111111 条条条条③③③③、、、、法法法法 32323232    

注注注注１１１１：【：【：【：【○○○○○○○○○○○○】】】】にににに記載記載記載記載するするするする「「「「残余財産残余財産残余財産残余財産

のののの帰属帰属帰属帰属すべきすべきすべきすべき者者者者」」」」はははは、、、、他他他他のののの特定非営利特定非営利特定非営利特定非営利

活動法人活動法人活動法人活動法人、、、、国又国又国又国又はははは地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体、、、、公益公益公益公益

財団法人又財団法人又財団法人又財団法人又はははは公益社団法人公益社団法人公益社団法人公益社団法人、、、、学校法学校法学校法学校法

人人人人、、、、社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人、、、、更生保護法人更生保護法人更生保護法人更生保護法人からからからから

選定選定選定選定されなければならないされなければならないされなければならないされなければならない。。。。    

注注注注２２２２：：：：帰帰帰帰属先属先属先属先をををを定定定定めないめないめないめない場合場合場合場合、、、、又又又又はははは帰属帰属帰属帰属

先先先先がががが明確明確明確明確でないでないでないでない場合場合場合場合はははは、、、、国又国又国又国又はははは地方公地方公地方公地方公

共団体共団体共団体共団体にににに譲渡譲渡譲渡譲渡されるかされるかされるかされるか国庫国庫国庫国庫にににに帰属帰属帰属帰属されされされされ

ることとなるることとなるることとなるることとなる。。。。    

    

    

＜＜＜＜第第第第 52525252 条条条条＞＞＞＞    

注注注注：：：：定款定款定款定款にににに特別特別特別特別のののの定定定定めがないめがないめがないめがない限限限限りりりり、、、、合併合併合併合併

のののの際際際際にはにはにはには、、、、社員総数社員総数社員総数社員総数のののの４４４４分分分分のののの３３３３以上以上以上以上のののの

議決議決議決議決がががが必要必要必要必要（（（（法第法第法第法第 34343434 条条条条）。）。）。）。    

    

＜＜＜＜第第第第９９９９章章章章＞＞＞＞…………必要的記載事項必要的記載事項必要的記載事項必要的記載事項（（（（法法法法 11111111①①①①

十四十四十四十四））））    

＜＜＜＜第第第第 53535353 条条条条＞＞＞＞    

注注注注１１１１：：：：公告公告公告公告とはとはとはとは、、、、第三者第三者第三者第三者のののの権利権利権利権利をををを保護保護保護保護すすすす

るためるためるためるため、、、、第三者第三者第三者第三者のののの権利権利権利権利をををを侵害侵害侵害侵害するおそするおそするおそするおそ

れのあるれのあるれのあるれのある事項事項事項事項についてについてについてについて広広広広くくくく一般一般一般一般のののの人人人人にににに

知知知知らせることであるらせることであるらせることであるらせることである。。。。法人法人法人法人のののの活動実態活動実態活動実態活動実態

にににに応応応応じてじてじてじて、、、、官報官報官報官報、、、、日刊新聞日刊新聞日刊新聞日刊新聞やインターやインターやインターやインター

ネットホームページをネットホームページをネットホームページをネットホームページを選択選択選択選択してしてしてして記載記載記載記載すすすす

ることがることがることがることが考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

注注注注２２２２：：：：官報以外官報以外官報以外官報以外のののの公告方法公告方法公告方法公告方法をををを選択選択選択選択したしたしたした場場場場

合合合合であってもであってもであってもであっても、、、、以下以下以下以下のののの①①①①及及及及びびびび②②②②のののの公告公告公告公告

についてはについてはについてはについては、、、、選択選択選択選択したしたしたした公告方法公告方法公告方法公告方法にににに加加加加

ええええ、、、、官報官報官報官報にににに掲載掲載掲載掲載してしてしてして行行行行うううう必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

①①①①解散解散解散解散したしたしたした場合場合場合場合にににに清算人清算人清算人清算人がががが債権者債権者債権者債権者にににに対対対対

してしてしてして行行行行うううう公告公告公告公告    

②②②②清算人清算人清算人清算人がががが清算法人清算法人清算法人清算法人についてについてについてについて破産手続破産手続破産手続破産手続

開始開始開始開始のののの申立申立申立申立をををを行行行行ったったったった旨旨旨旨のののの公告公告公告公告    

（（（（法法法法 31313131 のののの 10101010④④④④及及及及びびびび法法法法 31313131 のののの 12121212④④④④））））    

    

    

    

    

    

    

    

＜＜＜＜附則附則附則附則＞＞＞＞…………必要的記載事項必要的記載事項必要的記載事項必要的記載事項    

注注注注１１１１：：：：設立当初設立当初設立当初設立当初のののの記載内容記載内容記載内容記載内容はははは、、、、成立後成立後成立後成立後にににに

おいておいておいておいて変更変更変更変更しないしないしないしない。。。。    

    

注注注注２２２２：：：：第第第第２２２２項項項項…………必要的記載事項必要的記載事項必要的記載事項必要的記載事項（（（（法法法法 11111111

②②②②））））役員名簿役員名簿役員名簿役員名簿のののの記載内容記載内容記載内容記載内容とととと一致一致一致一致させるさせるさせるさせる。。。。    
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同        ○ ○ ○ ○ 

 

 

監事             ○ ○ ○ ○ 

同        ○ ○ ○ ○ 

 

 

３  この法人の設立当初の役員の任期は、第 15 条第１項

の規定にかかわらず、成立の日から【  】年６月３０

日までとする。 

 

 

４ この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第 

43 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところに

よるものとする。 

５  この法人の設立当初の事業年度は、第 47 条の規定に

かかわらず、成立の日から【  】年３月３１日までと

する。                       

６  この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規

定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

(1) 正会員入会金  ○○○円 

正会員会費   年(月)額□□□円 

(2) 賛助会員入会金 △△△円 

     賛助会員会費  年(月)額▽▽▽円 

    

    

    

    

    

    

注注注注３３３３：：：：第第第第３３３３項項項項…………至年月日至年月日至年月日至年月日はははは、、、、成立成立成立成立のののの日日日日かかかか

らららら２２２２年年年年をををを超超超超えてはならないえてはならないえてはならないえてはならない。。。。    

総会総会総会総会のののの開催時期開催時期開催時期開催時期をををを考慮考慮考慮考慮にににに入入入入れれれれ、、、、役員役員役員役員

任期任期任期任期のののの末日末日末日末日をををを事業年度事業年度事業年度事業年度のののの末日末日末日末日のののの２２２２～～～～３３３３

ヶヶヶヶ月後月後月後月後にずらしておくとにずらしておくとにずらしておくとにずらしておくと、、、、法人運営法人運営法人運営法人運営にににに

支障支障支障支障をきたすおそれがをきたすおそれがをきたすおそれがをきたすおそれが少少少少ないないないない（（（（第第第第 15151515

条注条注条注条注２２２２参照参照参照参照）。）。）。）。    

    

    

    

    

    

    

    

注注注注４４４４    第第第第６６６６項項項項…………正会員以外正会員以外正会員以外正会員以外のののの会員会員会員会員についについについについ

てててて定定定定めるめるめるめる場合場合場合場合はははは、、、、正会員正会員正会員正会員とととと区別区別区別区別してしてしてして記記記記

載載載載するするするする。。。。    

 

 

 


